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＜今年度の年末調整・・控除の変更＞ 

  平成 23年分の所得税の計算から下記の「控除」が変更になりましたので、ご注意ください。 

【扶養控除】  

  平成 23年分から、年齢１６歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。また年齢１６

歳以上１９歳未満の人の扶養控除の上乗せ分（２５万円）が廃止されました。この結果、扶養控除は

下記のようになりますのでご確認ください。なお、個人で事業を営む人が奥様やお子さんを青色事業

専従者として扱い給与を支払っている場合や、白色申告者の事業専従者として給与を支払っている場

合には、以下の扶養控除の対象にはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊扶養親族とは、「生計を一にする」親族で、合計所得金額が３８万円以下（給与収入でいうと１０３万円以下） 

の人をいいます。「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家に住んでいる必要はなく、学校や勤務、療養などで別居

している場合であっても、学費や生活費、療養などを負担している場合には、生計を一にしていると取り扱われて

います。 

 

【障害者控除】 

 平成 23年分から、同居の特別障害者に対する控除額の見直しが行われ、下記のようになりました。 

 

旭川事務所：旭川市神楽 2 条 7 丁目 4-18 

札幌事務所：札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 1-5 ﾘｰｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙ 6F 

東京事務所：東京都港区港南 2 丁目 15-1 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ A-28F 

 http://www.futaba-tax.co.jp  ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ(0120)978-028 

一般の扶養親族→控除額３８万円 

・・・１６歳以上１９歳未満又は２３歳以上７０歳未満の扶養親族がいる人 

特定扶養親族 →控除額６３万円 

・・・１９歳以上２３歳未満の扶養親族がいる人 

老人扶養親族 →控除額４８万円 

・・・７０歳以上の扶養親族がいる人 

 

障害者控除→控除額２７万円 

  ・・・障害者である人 

  ・・・障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がいる人 

特別障害者控除→控除額４０万円 

  ・・・特別障害者である人 

  ・・・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がいる人 

同居特別障害者加算→控除額７５万円（特別障害者４０万円＋３５万円） 

  ・・・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族と同居を常況としている人 

 

自宅に「生命保険控除証明書」が届く季節になりました。年末調整はな

んとなくまだまだという気持ちでいると、この用紙がどこかに行ってしま

う可能性があります（苦笑）。扶養控除申告書を提出する時期になって「控

除証明書が届いてないんだよね～」とならないよう、保管しておきましょ

う～～！  yasuko 

                               yasuko 

 


